




長大な建築物は単調さを軽減するために分節化など工夫する。
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・坂に面する擁壁はなるべく石垣とし、圧迫感のない高さに押える。
・緑の量や質の向上に努め、街並みに緑が連続するよう工夫する。

・坂や階段に面する工作物は、地形や階高の段差を意識し、大森らしい地形が感
　じられるように工夫する。

・工作物の位置は、周囲との調和や連続性に配慮する。
・工作物の背景となる崖線の地形や緑が感じられる配置となるように工夫する。
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○工作物の建設等
届出対象行為：工作物の新設、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕 
 若しくは模様替又は色彩の変更
工作物の種類と届出規模：次表のとおり

工作物の種類 届出規模 

煙突、鉄柱、装飾塔、記念塔、物見塔その他これらに類するもの＊ 高さ≧10ｍ

昇降機、ウォーターシュート、コースターその他これらに類するもの
（回転運動をする遊戯施設を含む）  高さ≧10ｍ又は 

築造面積≧1,000㎡製造施設、貯蔵施設、遊戯施設、自動車車庫（建築物である物を除く）
その他これらに類するもの

＊架空電線路用並びに電気事業法第2条第1項10号に規定する電気事業者及び同項第12号に規定する卸供給事業者の保安通
信設備用のもの（擁壁を含む）並びに電気通信事業法第2条第5項に規定する電気通信事業者の電気通信用のものを除く。

　景観形成基準：次表のとおり
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色 ●色彩は（本資料P27）の色彩基準に適合するとともに、周囲の建築物や緑との調
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和を図る。
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・坂に面する敷地では、擁壁はなるべく石垣等とし、圧迫感のない高さに押える。
・坂や階段のアイストップとなる位置には緑視量のある樹木や街並み広場などの
　設置を工夫する。
・緑の量や質の向上に努め、街並みに緑が連続するよう工夫する。
　事業敷地が広場等に面する場合は、連続的なオープンスペースの確保に配慮する。
・緑化に当たっては、周辺景観との調和を図るとともに、植物の良好な生育に配
　慮する。

・崖線の大きな改変を避け、長大な擁壁や法面が生じないようにする。

・事業敷地内外の緑が、崖線、景観保全誘導区域と一体となる緑のネットワーク
　を形成できる計画とする。導

誘
の
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景

　

○開発行為
届出対象行為：都市計画法第4条第12項に規定する開発行為（主として建築物の建築又は
　　　　　  　特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更） 
届出対象規模：開発区域の面積≧3,000㎡  
景観形成基準：次表のとおり
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○土地の開墾、土石の堆積、水面の埋立て等
届出対象行為・規模：次表のとおり

景観形成基準：次表のとおり

工作物の種類 届出規模 

土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更

造成面積≧3,000㎡屋外における土石・廃棄物・再生資源・その他の物件の堆積

水面の埋立て又は干拓

等
成
造

［住宅地内・中原街道沿道共通］
● 事業地内外の緑が、周辺市街地の緑、公園や散策路と一体となる緑のネットワーク
が形成できる計画とする。
●斜面の大幅な改変を避け、長大な擁壁や法面等が生じないようにする。
● 斜面での造成等はできる限り避ける。やむを得ず、斜面で造成等を行う場合は、法
面緑化などの修景を行う。

化
緑

［住宅地内・中原街道沿道共通］
● 事業地内はできる限り緑化し、洗足池公園や周辺の景観との調和を図り、うるおいの
ある空間を創出する。

●緑化に当たっては、洗足池公園及びその周辺の植生に調和した樹種を選定する。
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（4） 色彩に関する基準
①色彩の考え方   ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

良好な景観の形成にあたっては、全体として調和のとれた色彩を保つことが必要です。 
景観は、建築物や工作物だけでなく、道路や河川などの公共空間、自然の木々や植栽、屋外 
広告物等から構成されており、それらの関係のもとに、地域としての景観が形作られます。
大田区を特徴づけるみどりや水辺を活かすという視点から、建築物、工作物の色彩はその 
背景として、比較的落ち着いた色彩を基調とし、周辺と調和した色彩を使用することとします。

◇地域の特性を踏まえた色彩を基本とします。
◇原色に近い鮮やかな色彩の使用や極端に明るい白や暗い黒は避け、周辺環境と調和 
した色彩を基本とします。

◇基本色は、緑地等との調和に配慮した低彩度の色彩とし、暖色系の色相を基本としま
　す。

◇周囲から突出しないよう、色の組み合わせや、塗装パターン等の配色に配慮した色彩

 

計画を誘導します。

②色彩基準の構成   ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
●建築物・工作物の色彩は、マンセル値による色彩基準を定め、誘導します。
●マンセル値では、各色相に使用可能な明度、彩度の範囲を示します。

（a）色彩基準の設定

○基本色

 ●外壁の各面面積の4/5以上は、基本色の基準に適合した色彩とします。

○強調色

 ●外壁の各面面積の1/5以下は、強調色の基準に適合した色彩を使用することができます。

○屋根色（陸屋根を除く）

 ●屋根は、屋根色の基準に適合した色彩とします。

○アクセント色

 ●強調色の他にアクセントをつける場合は、外壁の各面面積の1/20に限り、全体の色彩を考慮
した上で、自由な色彩を使用することができます。（国分寺崖線景観形成重点地区、洗足池 
景観形成重点地区(住宅地内)､大森八景坂景観形成重点地区を除く）

●強調色とアクセント色の総量は外壁の各面面積の1/5以内とします。
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「大森八景坂景観形成重点地区」の色彩基準の追加に伴うアクセント色の適用除外に関する文言の修正
（下線部）
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③色彩基準 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
● 市街地類型及び景観形成重点地区、大田区景観条例に基づく特定大規模建築物等ごとに
色彩基準を定めます。

● 景観形成重点地区の色彩基準は、市街地類型によらない地区独自の色彩基準を定めます。
● 特定大規模建築物等の色彩基準は、大規模建築物等が周辺の景観に与える影響が大きい
ことから、市街地類型又は景観形成重点地区によらない独自の色彩基準を定めます。ただ
し、国分寺崖線景観形成重点地区、洗足池景観形成重点地区、大森八景坂景観形成重点
地区の特定大規模建築物等においては、各地区の色彩基準を適用します。

　

■市街地類型及び景観形成重点地区、
　特定大規模建築物等別の基準の構成

地区名
基準の区分

基本色 強調色 屋根色 アクセント色

市街地類型

住環境保全市街地

○ ○ ― ○

住環境向上市街地

拠点商業市街地

地域商業市街地

住工調和市街地

産業促進市街地

幹線道路沿道市街地

景観形成
重点地区

空港臨海部景観形成重点地区

○ ○ ○

○
国分寺崖線景観形成重点地区 ―
多摩川景観形成重点地区

○
呑川景観形成重点地区

洗足池景観形成
重点地区

住宅地内 ―
中原街道
沿道 ○

特定大規模建築物等
（国分寺崖線景観形成重点地区、
　　　　洗足池景観形成重点地区、
　　　　　大森八景坂景観形成重点地区を除く）

○ ○ ― ○
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「大森八景坂景観形成重点地区」の追加（下線部）

大森八景坂景観形成重点地区 ―
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・高層の建物が圧迫感を感じさせることのないよう､３階以上については緑と調和した落ち着いた色
　合いとし､外壁に使える色は現在の大田区景観計画の色彩基準よりも厳しいものとします。
・駅前としての賑わいをつくるため、２階以下は基本色の無彩色について明度の上限を定める他は、
　現在の大田区景観計画で定めている色彩基準のままとします。
・標高の高い景観保全誘導区域から景観形成重点地区への眺望に配慮して、屋根色の色彩基準を追加
　します。
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○大森八景坂景観形成重点地区
● 

●

 

● 

 

 ■2階以下の建物の色彩基準

 

■3階以上の建物の色彩基準

基準の区分 色彩の分類 色相 明度 彩度

基本色

無彩色 N 4以上8.5 ―

有彩色

0R ～ 4.9YR 4以上8.5未満 4以下
8.5以上 1.5以下

5.0YR ～ 5.0Y 4以上8.5未満 6以下
8.5以上 2以下

その他
4以上8.5未満 2以下
8.5以上 1以下

強調色

無彩色 N ―

有彩色
0R ～ 4.9YR

―
4以下

5.0YR ～ 5.0Y 6以下
その他 2以下

屋根色 有彩色
5.0YR ～ 5.0Y 6以下 4以下

その他 2以下

準
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色

「大森八景坂景観形成重点地区」に関する内容の追加(赤枠部）
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未満

―

4以上

 

基準の区分 色彩の分類 色相 明度 彩度

基本色

無彩色 N 6以上8.5 ―

有彩色

0R ～ 4.9YR 6以上8.5未満 3以下
8.5以上 1.5以下

5.0YR ～ 5.0Y 8以上8.5未満 3以下
8.5以上 2以下

その他
5以上8.5未満 1以下
8.5以上 1以下

強調色

無彩色 N ―

有彩色
0R ～ 4.9YR

―
4以下

5.0YR ～ 5.0Y 6以下
その他 2以下

屋根色 有彩色
5.0YR ～ 5.0Y 6以下 4以下

その他 2以下

未満

―

4以上
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(b)景観形成重点地区
・景観形成重点地区の色彩基準は、地区独自の色彩基準を定めます。●
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（c）特定大規模建築物等（国分寺崖線景観形成重点地区、洗足池景観形成重点地区､大森八景坂景観形成
  重点地区を除く）
 ●  大田区の景観をより洗練させる、品格のある色彩を誘導します。
 ●  基本色は低彩度の色彩に限定するとともに、外観に大きな影響を与える強調色についても 
 落ちつきが感じられる中彩度までの色彩とします。
 ●  強調色及びアクセント色は、主に建築物中低層部で用いることとします。 

基準の区分 色彩の分類 色相 明度 彩度

基本色

無彩色 N 6以上 ―

有彩色

0R ～ 4.9YR
6以上8.5未満 3以下

8.5以上 1.5以下

5.0YR ～ 5.0Y
6以上8.5未満 3以下

8.5以上 1.5以下

その他
6以上8.5未満 1以下

8.5以上 1以下

強調色

無彩色 N ― ―

有彩色

0R ～ 4.9YR

―

4以下

5.0YR ～ 5.0Y 6以下

その他 2以下
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「大森八景坂景観形成重点地区」の追加に伴う適用除外に関する文言の修正（下線部）

●
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